
KIPS-UCカード会員特約
第1部（KIPSカードの条項）
第1条（カードの名称）
本カードは、近鉄グループホールディングス株式会社（以下「近鉄」という）
および株式会社クレディセゾン（以下「セゾン」という）が提携して発行す
るもので、カードの名称は「KIPS－UCクレジットカード」（以下「本カード」
という）」と称します。
第2条（会員）
本カードの会員は、本特約、UCカード会員規約およびKIPSポイントサー
ビス規約を承認のうえ本カードの発行を申込み、セゾンが本人会員また
は家族会員として認めた方とし、本特約に基づく資格（以下「KIPS会員資
格」という）とUCカード会員資格を有するものとします。
第3条（会員向けサービス）
近鉄は会員に対しKIPSポイントサービス規約に定める「KIPSポイント」を付
与するものとします。
第4条（会員資格の喪失）
会員が、UCカード会員規約によりUCカード会員資格を取り消された場
合、自動的にKIPS会員資格を喪失するものとします。
第5条（本特約の改定）
1.本特約が改定され、その変更内容を会員にお知らせした後に、本カー
ドに関する取引があった場合又はお知らせ後１ヶ月の経過をもって、会
員には内容をご承認いただいたものとみなします。
2.本特約に定めのない事項については、UCカード会員規約が適用され
ます。

第2部（個人情報に関する条項）
第6条（個人情報の利用に関する同意）
1.会員および入会を申込まれた方（以下総称して「会員等」という）は、近
鉄が独自に本カード会員管理のため申込書記載事項（信用情報を除く）
の個人情報を収集・利用することに同意します。
2.会員等は、セゾンが保護措置を講じたうえで、近鉄に対し、下記の個人
情報を提供し、近鉄が本カード会員管理およびKIPSポイントに関する
サービス提供のため、これを利用することに同意します。
（1）申込書記載事項（信用情報を除く）および会員がUCカード会員規約
に基づき届け出た情報

（2）会員のカード利用情報
（3）本カード申込みに対する審査の結果（ただし、その理由を除く）
（4）本カードの申込みにより発行されるカード会員番号・有効期限および
変更後のカード会員番号・有効期限

（5）カード会員番号が無効となった事実（ただし、その理由を除く）
（6）本カードの会員資格の喪失（ただし、その理由を除く）
3.会員は、別に定めるKIPS参加企業のうち会員の個人情報を利用する企
業（以下「会員情報利用企業」という）が、それぞれの正当な事業活動の
範囲内で、会員向け特典の提供および会員に対し宣伝物や印刷物等の
送付など営業案内等のため、前項に定める個人情報を共同利用するこ
とに同意します。なお、会員は、営業案内等を希望しない場合には、カー
ド、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案内などを除き、近鉄
および会員情報利用企業に対し、その中止を申し出ることができます。
4.会員情報利用企業の名称・事業内容・住所・電話番号は、ホームページ
でご確認いただけます。
5.第3項に定める共同利用における個人情報の管理について責任を有
する者は、近鉄とします。近鉄の住所は、本特約の末尾に記載してお



ります。
6.会員情報利用企業は、会員の情報を厳正に管理し、個人情報保護に十分
な注意を払うとともに、本特約に定める目的以外には利用しないものとし
ます。
7.本特約に関する会員情報の開示･訂正･削除請求等についてのお問合せ
は、本特約の末尾に記載のKIPSコールセンターまで連絡するものとし
ます。
第7条（業務委託先への預託に関する同意）
会員は、会員情報利用企業が第6条第3項に掲げる目的のため、個人情報
について保護措置を講じたうえで、業務の全部または一部を第三者に委
託する場合があることをあらかじめ同意するものとします。

特約末尾記載事項

1.お問合せ窓口
本特約に関する会員情報の開示･訂正･削除請求等について
のお問合せは、下記までお願いします。
■KIPSコールセンター

）み休は始年末年・日祝・日・土　00：81～00：01（383-020-0750 話電
〒543-8585　大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号
2.個人情報の共同利用における管理に責任を有する者
■近鉄グループホールディングス株式会社
〒543-8585　大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号


